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中国税務 

国家税務総局による租税条約の

譲渡所得条項の条文解釈の変更 
 

国家税務総局は 2012年 12月 31日、『租税条約における譲渡所得条項に関する
問題についての公告』(国家税務総局公告 2012 年第 59号、以下“59号公告”と
略称)を公布し、それに続いて、59 号公告に関する解釈指針を公布した。59号
公告は租税条約における譲渡所得条項をいかに適用するかに関するこれまでの
解釈を変更するものである。当該公告は公布日から施行された。 
 

59号公告は主として、2010年に公布された国税発「2010」75号（以下“75号

文”と略称）にある、中国とシンガポールの租税条約（以下“中国－シンガポ

ール租税条約”と略称）の第13条第4項及び第5項の規定に対する解釈を補充、

変更するものである。第13条第4項では、一方の締約国（シンガポール）の居住

者が譲渡する持分の価値の50％以上が、直接または間接に中国に所在する不動

産から構成される場合、中国は当該持分の譲渡所得に対して課税権を有する旨

を規定している。また、第13条第5項では、一方の締約国（シンガポール）の居

住者が中国の居住者企業の持分の譲渡により取得する所得について、当該所得

の受領者が譲渡を行う前の12ヶ月間において、直接または間接に当該企業の

25％以上の資本を保有していた場合に、中国は当該持分の譲渡所得に対して課

税権を有する旨を規定している。 

 

背景 
 
上述したように、75 号文は中国－シンガポール租税条約に対する具体的な解釈

を示したものであるが、中国と他国の締結した租税条約の条項の内容が中国－
シンガポール租税条約の条項の内容と同じである場合、75 号文はこれらの租税
条約の条項の解釈にも適用される。従って、75 号文は中国がシンガポール以外
の国と締結した租税条約の解釈に関しても重要な意義を有するものと言える。 
 
59 号公告は 75号文にある、譲渡所得条項に係る優遇の適用に関する内容につい
て補充、変更を加えるものである。 

 
59 号公告の主な内容 
 

 “不動産”の範囲：59号公告では、中国－シンガポール租税条約の第 13
条及び 75 号文にいう“不動産”には、各種の営業用または非営業用の建
物、土地使用権及び不動産に付属する資産を含む旨を明確にしている。  

 

 不動産の価値が企業持分の価値の 50％以上を占めるか否かの判断基準：
59号公告は、中国－シンガポール租税条約の第 13条第 4項の適用に関す
る解釈を示している。当該条項では、一方の締約国（シンガポール）の居
住者が譲渡する持分の価値の 50％以上が、直接または間接に中国に所在す
る不動産から構成される場合、中国は当該持分の譲渡所得に対して課税権
を有する旨を規定している。 
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租税条約には具体的な期間に関する規定がないことから、75 号文では、持分譲渡を行う前の三年間のいずれかの時
点において、持分を譲渡される企業が直接または間接に所有する中国に所在する不動産の価値が、当該企業の全資
産の価値の 50％以上を占める場合に、当該企業の持分の価値の 50％以上が、直接または間接に中国に所在する不動
産から構成されていることになるとしている。59号公告では、上記の三年という期間を確認するとともに、それを
企業の持分が譲渡される前（譲渡の行われる当月を含まない）の連続する 36 ヶ月と定義している。 
 
実務上よく生じる問題は、どの程度の頻度で不動産の価値に対する評価を行い、持分譲渡を行う前の三年間の“い

ずれかの時点”において、持分を譲渡される企業が直接または間接に所有する中国に所在する不動産の価値が、当
該企業の全資産の価値の 50％以上を占めるか否かを判断すべきであるかということである。譲渡取引が行われる前
の三年間に、土地あるいは土地使用権の価値が頻繁に変動する場合、いずれかの時点で 50%の基準を超えるか否か
を判断するために、何度も評価を行う必要があるのか？もし何度も評価を行う必要があるのであれば、このこと
は、租税条約による優遇の適用を申請しようとする企業のコンプライアンスコストを高める可能性があることを意
味する。 
  

59号公告によれば、不動産の価値の割合が 50％以上であるか否かを判断する際、企業の資産と不動産の認識及び評
価は、その時点で有効な資産（負債を考慮しない）の処理に関する中国の会計基準に従わなければならないが、関
連の不動産に含まれる土地あるいは土地使用権の価値については、その時点で比較可能な、近隣あるいは同じ地域
にある土地の市場価格に基づいて計算した金額を下回ってはならない。現行の中国会計基準によれば、土地と建物
は通常、取得原価から減価償却累計額あるいは償却額を控除した後の簿価によって測定される。土地あるいは土地
使用権の会計上の簿価が公正市場価格を下回る納税者にとって、59号公告の規定は不利なものと言える。 
 

59号公告に関する解釈指針で挙げられている例によれば、比較可能な、近隣あるいは同じ地域にある土地の市場価
格に基づいて土地あるいは土地使用権の価値を調整する場合には、まず比較可能な市場価格を当初の取得価額と見
なし、その価額を基礎として、企業が会計上採用している土地あるいは土地使用権の減価償却方法または償却方法
（例えば、定額法で同じ耐用年数を用いる）を用いて対応する減価償却額または償却額を計算する。そして、調整
後の取得価額から調整後の減価償却額または償却額を控除し、調整後の土地あるいは土地使用権の価値を計算する
ことになる。 

 
OECD モデル条約のコメンタリーでは、50％の価値割合の基準については言及しているが、どのように不動産の価値
を評価するかについては言及していない。 

 

 直接または間接に 25％以上の資本を保有する：59号公告の第 4条では、“シンガポールの居住者が直接または間接
に中国居住者企業の 25％の資本を保有する”という概念についての解釈を示しているが、その内容は 75号文にお
いて規定する内容を変更するものである。59号公告では、“直接に資本を保有する”ことに“名義人を通じて資本

を保有する”状況を追加した。また、“間接に資本を保有する”ことに関しては中間企業に対する最低資本保有割
合の規定を加え、かつ“当該シンガポール居住者と明らかな利益関係を有する関連グループ内のその他のメンバ
ー”という概念の定義も変更した。 

 

OECD モデル条約の譲渡所得条項には、直接または間接に 25％以上の資本を保有する場合の持分譲渡に係る課税権に
ついて規定する条項はないため、OECDモデル条約のコメンタリーにも、この 25%の基準に関する解釈はない。 
 

名義人を通じて保有する - 59号公告によれば、シンガポールの居住者が他の名義人（個人、企業及びその他の実体
を含む）を通じて中国居住者企業の資本を保有し、かつ当該名義人が保有する資本について当該シンガポール居住
者が排他的な権益を享受するとともに、実質的なリスクを負う場合、当該名義人が保有する中国居住者企業の資本
については、当該シンガポール居住者が直接に保有するものと見なされる。 
 

当該規定は、シンガポールの居住者が中国居住者企業に直接投資できないために（主として中国の規制を理由とす
る）、名義人を通じて投資を行い、中国居住者企業の資本を保有する場合を想定して設けられたものと考えられ

る。 
 

“間接保有”に係る中間企業に対する最低資本保有割合 - 間接に保有する資本の割合を計算する際には、シンガポ
ールの居住者が 10%以上の直接資本関係を有する一つあるいは複数の階層の企業またはその他の実体を通じて間接
的に保有する中国居住者企業の資本を含める必要がある。例えば、シンガポール居住者企業（SG）が直接に保有す
る中国居住者企業の 5%の持分を譲渡する場合において、直接または間接に保有する中国居住者企業の資本が 25％に
達するか否かを計算する際、下図の A及び Bのケースでは、英領ヴァージン諸島の企業（BVI）及び香港企業（HK）

を通じて間接的に保有する中国居住者企業の資本を計算に含める必要がある。一方、Cのケースについては、59号
公告の解釈指針によれば、シンガポール居住者企業（SG）が英領ヴァージン諸島の企業（BVI）及び香港企業（HK）
を通じて間接的に保有する中国居住者企業の資本は 25%の保有割合の計算には含まれないものと考えられる。シン
ガポール居住者企業（SG）が直接または間接に保有する香港企業（HK）の資本の割合は 8%（即ち、10%未満）だか
らである。ただし、59号公告の第 4条第 2項を字義通りに解釈すれば、税務局は異なる見解を有する可能性もあ
る。即ち、資本連鎖関係の各階層における資本の直接保有割合が 10%に達するか否かを判断基準とする可能性があ
る。この場合、Cのケースでは、香港企業より上の階層の資本の直接保有割合は 10%を超えるため、当該資本連鎖関

係も資本の間接保有割合の計算に含めるべきということになる。この点について、国家税務総局の更なる明確化が



望まれる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、59 号公告の解釈指針に基づき、この資本の間接保有割合の計算は、中間持株会社の持分の譲渡による所得に
対して譲渡所得条項を適用することを意味するものではない（租税条約の濫用にあたる場合を除く）。 
 

当該シンガポール居住者と明らかな利益関係を有する関連グループ内のその他のメンバー - シンガポール居住者の

中国居住者企業に対する資本の保有割合を計算する際、当該シンガポール居住者と明らかな利益関係を有する関連
グループ内のその他のメンバーが直接または間接に保有する当該中国居住者企業の資本も含める必要がある。59号
公告では、“明らかな利益関係を有する関連グループ内のその他のメンバー”という概念の定義が変更された。当
該シンガポール居住者が企業またはその他の実体である場合、“当該シンガポール居住者と明らかな利益関係を有
する関連グループ内のその他のメンバー”には、直接または間接に当該シンガポール居住者の 100％の資本を有す
る個人（その配偶者、両親及び両親より上の代の直系尊属、子及び子より下の代の直系卑属と共同で保有する場合

を含む）、企業またはその他の実体が含まれる。また、これらのメンバーが間接に保有する中国居住者企業の資本
の割合を計算する際には、上述の 10%ルールが適用される。即ち、これらのメンバーが 10%以上の直接資本関係を有
する一つあるいは複数の階層の企業またはその他の実体を通じて間接的に保有する中国居住者企業の資本も保有割
合の計算に含める必要がある。例えば、下図のケースにおいて、シンガポール居住者企業（SG）が直接に保有する
中国居住者企業の 5%の持分を譲渡する場合、当該シンガポール居住者企業が直接または間接に保有する資本の割合
が 25％に達するか否かを計算する際には、英国企業（UK）とルクセンブルク企業（Lux）を通じて間接的に保有す
る中国居住者企業の資本をその計算に含めることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“25％資本”に含まれる範囲 
   

  75号文 59 号公告 

“名義人を通じた
保有”を直接保有

と見なす 

含まない。 含む。 

資本の間接保有 

 
シンガポール居住者が、自ら資本を保有す
る企業を通じて間接的に保有する中国居住
者企業の資本を含む。 
 

シンガポール居住者が、10%以上の直接資
本関係を有する一つあるいは複数の階層の
企業またはその他の実体を通じて間接的に
保有する中国居住者企業の資本を含む。 

 



 75号文  59 号公告 

当該シンガポール
居住者と明らかな

利益関係を有する
関連グループ内の
その他のメンバー
が保有する資本
（個人に関する規
定を除く） 

 

- その他のメンバーが直接に資本を保有す
る場合。 
  

- その他のメンバーには、シンガポール居

住者企業の 100%の資本を直接保有する企
業、その企業が直接または間接に 100%の
資本を保有する企業を含む。 
 

 

- その他のメンバーが直接または間接に資
本を保有する場合。 
 

- その他のメンバーには、直接または間接

にシンガポール居住者企業の 100%の資本
を保有する企業またはその他の実体を含
む。 

 

-その他のメンバーが 10%以上の直接資本関
係を有する一つあるいは複数の階層の企業
またはその他の実体を通じて間接的に保有

する中国居住者企業の資本を、資本保有割
合の計算に含める。 

 

両者を比較すると、75号文では、譲渡者が自ら資本を保有する企業を通じて間接的に保有する中国居住者企業の資
本を資本保有割合の計算に含めることとされていたが、59号公告ではこの範囲が、10%以上の直接資本関係を有す
る一つあるいは複数の階層の企業またはその他の実体を通じて間接的に保有する資本に縮小された。しかしなが
ら、59号公告では同時に、“明らかな利益関係を有する関連グループ内のその他のメンバー”及びその資本の保有

に関わる解釈が変更されたため、中国居住者企業に対する直接または間接の資本保有を考慮に入れるべき範囲が広
くなった可能性がある。 

 
59号公告の公布に伴い、国外の投資者が中国居住者企業の持分あるいはその他の権益を譲渡する際には、その譲渡所得
について中国で所得税を納付すべきか否かをより慎重に考慮しなければならなくなったと言える。 
 

 

 

 

 

 
本Tax Analysis の内容は、デロイトの国際税務サービスに関わるものです。  
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